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【図１】こども家庭庁作成の資料から一部抜粋
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１ 目的・効果

【目的】
・発達障害が認知される時期において健康診査を実施し、

こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な
支援を行うとともに、生活習慣や育児に関する指導を
行い、幼児の健康の保持及び増進を図る。

※ こども家庭庁は健診当日だけではなく、保健・医療・福祉・教育が連携
して、地域のリソースを活用した支援体制を構築するよう求めている。

【効果】
・社会性の発達の状況を早期に把握・早期支援
・就学に向けた不安の解消と学童期への切れ目ない継続支援
・就学時の不適応等の予防
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【図】国が示す「５歳児健診の体制図」
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２ 実施計画（案）

対 象：満５歳になる全年中児

方 法：２段階方式による実施

・１段階目：対象者全員に問診票を送付し回答を求める

・２段階目：発達等の特性がある希望者への集団健診

※ 既に療育、児童発達支援事業所及び相談機関等で支援を受けている幼児は除く

※ 未就園児には集団健診の受診を勧奨

開 始：令和８年６月頃～（問診票送付）、８月頃～（集団健診）

申 込：電子申請

周 知：市報、ホームページ、SNS、ちらし等

会 場：区役所保健センター、区役所近隣施設等

回 数：区ごと月１～２回程度、平日午後（一部土曜日）

地域のフォローアップ：保健センターや所属園、福祉サービス提供機関等

３ 集団健診の健診内容

① 受付
② 計測
③ 問診
④ 集団遊び
⑤ 診察
⑥ 専門相談
（育児相談・栄養相談・心理相談・

あそび相談・言語相談）

※ 健診前後に多職種によるカンファ
レンスを実施


